
- 1 - 

 

産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会（第３回） 

議事録 

 

日時：平成 28年２月２日（火曜日） 14時 00 分～15時 15 分 

場所：経済産業省本館 17階第１～３共用会議室 

 

議題 

化学物質管理政策の最近の状況について 

 

議事内容： 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  ただいまから第３回産業構造審議会製造産業分科会化

学物質政策小委員会及び平成 27年度第１回化学物質審議会を開催いたします。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 

 私は、経済産業省化学物質管理課の中沢と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は２部構成として、化学物質政策小委員会を開催し、休憩を挟みまして化学物質審

議会を開催したいと考えております。 

 小委員会、審議会ともに委員の過半数に出席いただいており、定足数を満たしておりま

す。 

 開催に先立ちまして、事務局を代表して経済産業省製造産業局審議官の福島より挨拶申

し上げます。 

〇福島製造産業局審議官  製造産業局審議官の福島と申します。よろしくお願いします。 

 化学物質審議会と化学物質政策小委員会ですけれども、私も７年前に担当をしておりま

したので、今日お集まりの皆様の半分ぐらいはお会いをしたことがある方ですので、そう

いった意味では久しぶりに担当をさせていただいております。 

 今年に入っての業況ですけれども、最初に北朝鮮の問題ですとか中東での争いですとか、

そういった中で原油が下がったり、また株価が下がったり、そういった意味では日本経済

の状況も若干不透明ではありますけれども、私が１月に賀詞交換会というところに幾つか

参加させていただきますと、特に化学の関係は、皆さん業況が現時点ではいいというお話

を聞いております。これも、化学物質に関するイノベーションが進んで、世界の中でも先

端の製品を供給できているということと、一方で、化学物質は人体また生態系に影響を与
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える物質でもありますので、そういったコントロールもきちんと日本の企業は行っている

がゆえに、新興国に大きく抜かれることもなくこういった成長が進んでいるのではないか

というように思っております。 

 化学物質に関しましては、経済産業省に加えて環境省、厚生労働省もそれぞれの所掌に

かかわりながら政策を進めてきておりますので、こういった政府の中での一体感といいま

すか、そういったものは継続して行ってまいりたいと思っております。 

 世界全体でＷＳＳＤの 2010 年目標というのがありますので、政府、産業界、ＮＰＯの

方々も含めて、化学物質に対する影響を最小化していくという、ゴールというか途中の目

標に向かって皆さんの知恵を絞っているところですので、本日は化学物質政策小委員会と

化学物質審議会があわせて開催されますので、最近の経済産業省の政策についてご紹介を

させていただくとともに、ぜひ皆様方のそれぞれのお立場から、これから我々がどうして

いくべきなのかという点についても有益なご意見をぜひ聞かせていただけたらと思ってお

ります。それでは、よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  これより小委員会に入ります。 

 当小委員会では、化学物質管理の制度設計など化学物質管理政策のあり方について検討

を行っております。まず、当小委員会の委員をご紹介します。資料に委員名簿がございま

すので、そちらもご参照ください。なお、本日は化学物質審議会のみの委員の方もオブザ

ーバーとして出席していただいておりまして、あわせてご紹介いたします。お名前を読み

上げます。 

 まず、林委員長です。 

〇林委員長  林です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  オブザーバーの浅野様です。 

〇浅野化学物質審議会委員  浅野です。よろしくお願いします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  有田委員です。 

〇有田委員  有田です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  大石委員です。 

〇大石委員  大石です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  オブザーバーの織様です。 

〇織化学物質審議会委員  織です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  栗原委員です。 
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○栗原委員  栗原と申します。よろしくお願いします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  崎田委員です。 

〇崎田委員  崎田です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  小林委員の代理の庄野様です。 

〇小林委員（庄野代理）  庄野でございます。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  オブザーバーの辰巳様です。 

〇辰巳化学物質審議会委員  辰巳と申します。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  東海委員です。 

〇東海委員  東海です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  東嶋委員です。 

〇東嶋委員  東嶋です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  中村委員です。 

〇中村委員  中村と申します。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  飛原委員です。 

〇飛原委員  飛原です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  境委員の代理の堀米様です。 

〇境委員（堀米代理）  堀米です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  本田委員です。 

〇本田委員  本田です。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  オブザーバーの吉田様です。 

〇吉田化学物質審議会委員  吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  続いて、資料の確認をお願いします。皆様におかれて

はウェブでごらんいただいていると思いますけれども、議事次第、小委員会の概要、委員

名簿、資料１、資料２－１から資料２－４、参考資料でございます。 

 また、当小委員会では、簡単な議事概要及び詳細なご発言を記載した議事録を作成し、

後日、公表する予定にしております。議事録案は、後日、事務局から委員の皆様に確認を

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行を林委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいた

します。 

〇林委員長  どうぞよろしくお願いします。 
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 これより議事に入りたいと思います。本日の議題は、「化学物質管理政策の最近の状況に

ついて」ということでございます。 

 まず、事務局のほうから資料１、資料２－１から２－４、参考資料について、通してご

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇山内化学物質管理課長  よろしくお願いいたします。化学物質管理課長の山内でござ

います。 

 それでは、資料１からご説明をさせていただければというふうに思います。 

 資料１、「化学物質管理に係る現状認識」ということで、先ほど福島のご挨拶の中でも触

れさせていただいておりますけれども、我々、化学という大変重要な産業分野に携わって

いるという観点で、この化学物質管理というものに対してどのように考えているかという

ところからご紹介をしたいと思います。 

 いうまでもなく世界が直面しておりますのは、化学物質というものの管理をきちんとや

っていくということでございまして、それもリスクベースの管理ということの方向へ大き

くかじが切られているところであります。そういった中で、リスクが低いことを証明しな

ければ上市が不可能というような制度も世界の中で取り入れられているところもございま

すし、こういったリスクをきちんと管理しながらビジネスをやっていくということが一番

求められているのではないかなと思っています。 

 そういった中で、どのようにしてビジネスとしてのリスクをとっていくのか、ないしは、

そのリスクをとるために必要なコストをどのように減らしていくのかということで我々考

えたいと思っています。そういった意味では、規制をさせていただいておりますけれども、

この規制についても合理的な方向を目指すということだと思っておりますし、その規制を

満たすためにビジネスの方々が取り組まれるところ、これを応援していきたいという考え

方で取り組んでいます。 

 その一つの方向性としては、国際的な制度のハーモナイゼーション。特に我が国の化学

産業が、アジアを中心として広く世界に展開をしているという中で、日本の産業界、我々

政府等の取り組み、これが国際標準になるような形で広めていきたいというふうに思って

おりますし、他方、我々がトップランナーというところを切っていると自負をしておりま

すフロンの排出抑制、こういったところでも世界をリードしていって、我が国の産業界の

力を十分に発揮していただくという考え方でございます。 
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 以上が全体的な考え方でございまして、続きまして資料２－１に移らせていただいて、

我々が今運用させていただいております化学物質管理に関する法律についての状況につい

て、ざっとご紹介をしようと思います。 

 スライドの１でございます。ここにございます６つの法律の運用、これは我々が最低限

やらないといけないと思っているところでございます。それを１つずつ簡単にご紹介いた

しますと、まず化審法について、スライドの２ページ目でございます。化審法は、基本的

には上市前の事前審査を行うことからスタートした法律でございまして、その後複数回の

法改正を経ることによりまして、継続的な管理というところにまでそのウイングを広めて

いるというところでございます。 

 スライドの３ページ目に移りまして、最近の化審法の動きということでございますけれ

ども、これは前回平成 21年、その前平成 15 年、法律の改正をしておりまして、その大き

な流れは、ハザードベースに加えてリスクベースの評価管理という考え方を取り入れてい

ることでございます。特に平成 21 年の改正におきましては、化学物質の有害性、ハザー

ド、これのみに着目した規制体系から、人及び動植物へどれだけ影響を与える可能性があ

るか。こういった環境に排出される化学物質の量、暴露量というものを加味して、リスク

ベースでの評価体系というものを構築しております。 

 こういったリスクベースの評価をすることによって、有害性情報が不足している化学物

質について詳細な評価対象とすることが可能となるということもございますし、逆に有害

性が高くない化学物質についても、暴露量が多くなることによって管理対象とすることも

可能となるということだと思っています。その結果、取り扱い、使用方法、こういったも

のを通じて暴露量を制御・管理をするということによってリスクを少なくしていく、こう

いう利点があるものと考えています。 

 その平成 21 年の法改正の大きな１つの項目につきましてご紹介をしたいと思います。

スライドの４枚目でございます。平成 23 年度以降、一般化学物質、基本的には既存の化

学物質についてのスクリーニング評価というものを実施してきております。実際、下の絵

にありますように、一般化学物質が約１万 2,000 物質ございますけれども、それをスクリ

ーニング評価ということで簡単なリスク評価を行うことによりまして、現在、優先評価化

学物質として 177 の物質がございます。これを現在、実際には化学物質審議会の安全対策

部会にお願いをしまして、詳細なリスク評価というところに取り組んできているところで
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ございます。化審法、次に出てまいります化管法につきましては、化学物質審議会で、も

う少し細かく数字その他についてご紹介をしたいと思います。 

 続きまして、スライドの５でございますけれども、先ほどのビジネスのコストをどれだ

け減らしていくことができるのかという観点での取り組みでありますけれども、化審法に

おきます審査制度の合理化というところについても、取り組みをさせていただいていると

ころでございます。この中では、具体的にはＱＳＡＲ（構造活性相関）という新たな技術

的な手法を用いること、それから新たな濃縮度試験の化審法での利用方針を公表するなど、

審査に用いますデータ、手法について不断の見直しということをさせていただいていると

ともに、先ほどのリスクというものに軸足を移してきているというところの中で、少量中

間物の確認制度ということで１社１トンの届出について、中間物であるという場合には、

書類の量を極小化させていただいて確認をさせていただいているところでございます。こ

ういったリスクの大きさと手続の合理化というところのバランスを引き続き検証していき

たいというふうに考えています。 

 続きまして、スライドの６ページであります。第一種特定化学物質、これは製造・輸入・

使用が基本的には禁止というカテゴリーでありますけれども、こういったところについて

化審法では、これまで昭和 48 年に制定をしてから、ＰＣＢその他の物質を指定してきて

おります。そういった中で、ストックホルム条約という化審法のような化学物質管理、化

学物質審査の国際的な枠組み、こういった中で新たに製造・使用等を制限しようという合

意ができましたものにつきましては、引き続き化審法の第一種特定化学物質として位置づ

けて制限をするということをさせていただいているところでございます。 

 この化審法につきましては、スライドの７ページ目でございますけれども、平成 21 年

に法改正をして、今年の４月１日をもちまして、ちょうど施行してから５年後という時期

を迎えます。この法律の付則に、施行後５年で施行状況の検討を行うということが定めら

れておりますので、現在、化審法施行状況検討会というものを設置いたしまして、厚生労

働省、環境省とともに検討をしているところでございます。 

 続きまして、化管法、２つ目の法律の今の状況のご説明でございます。スライドの８ペ

ージ目でありますけれども、化管法は、基本的にはＰＲＴＲという排出量・移動量の届出

の制度、それとＳＤＳという安全データシートの情報伝達という２つの制度を規定してい

る法律でございます。 



- 7 - 

 

 前者のＰＲＴＲにつきましては、９枚目のスライドでございますけれども、これはＰＲ

ＴＲ対象物質の全ての排出量・移動量の合計、これの経年の推移を示したグラフでござい

ます。これをみますと、平成 21年から平成 22年に少し量がふえておりますけれども、こ

こは平成 22 年に物質の見直しということで対象物質の追加をしておりますので、その影

響だと思われます。その後、22 年から 23年に少しふえております。それから先、24、25

と減っているというところでございまして、これは恐らくは平成 22 年度のところで若干

景気、リーマンショックの影響があって製造量が減ったというところで、平成 23 年若干

ふえましたけれども、その後、24、25 と減ってきているという状況でございます。 

 化管法のそもそもの目的は、この排出・移動量の届出を公表することによって、事業者

の皆さんの管理がより徹底されていくということを意図してつくられた制度でございます

ので、そういった意味では、この制度の趣旨が体現できているのかなというふうにみてと

れるのではないかと思います。 

 続きまして、スライドの 10 枚目でありますけれども、これはＳＤＳとの関連でござい

まして、ＳＤＳについて国際的な国連での取り組み、化学品の分類及び表示に関する世界

調和システム（ＧＨＳ）というものの活動が進んでおります。このＧＨＳという方法を用

いて、ＳＤＳ制度についても理解、定着をしていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、３つ目の法律、化学兵器禁止法について、11枚目のスライドでございます。

これは 1997 年に発効しました化学兵器禁止条約の柱の一つであります産業検証制度、そ

の国内実施法という位置づけでございます。年間大体 10件から 15 件ぐらい、条約事務局

（ＯＰＣＷ）から査察に来ます。これに対応して、しっかり管理というものがなされてい

るという状況を引き続き維持をしているというところでございます。 

 続きまして、フロンに関係する法律２つでございます。具体的には、この産構審の下の

フロン類等対策ＷＧでご検討いただいて、検証作業についてもお願いをしているところで

ございます。 

 12 枚目のスライドがオゾン層保護法、これは基本的には特定フロンでございまして、平

成 32 年（2020 年）に全廃ということが条約で決まっておりますので、それに向けて段階

的に生産基準値、いわゆる全国での生産枠を減らし、かつ生産の実績というのをその枠の

中で確実に減らしていくということを進めております。現在が 2016 年ですのであと４年

という状況になっておりますので、引き続きしっかりこの枠組みを運用していきたいと思

っております。 
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 もう一つ、代替フロンの取り組みがスライドの 13枚目でございます。平成 25 年に法律

を改正いたしまして、それまではフロン回収・破壊法という形で、代替フロンを最後排出

するのではなくて、廃棄をする場合には、回収をして破壊をするということを義務づけた

法律のシステムをつくっておりましたけれども、その中で、運用していくところで判明し

た一つのことが、使用段階で漏えいをしているという量が一定程度あるということであり

ましたので、この使用段階における漏えいをどう減らしていくのか。そういった意味では、

温室効果の低いガスに代替をしていくということをすれば、より対策が徹底できるという

ことでありまして、左上のフロンメーカー、それからエアコン等の製品メーカー、こうい

ったところについて、それぞれ目標もしくは計画を立て対応いただこうという枠組みをつ

くった法律でございます。 

 これを昨年の４月１日から施行をして、今ようやくおよそ 10 カ月経過したところでご

ざいますけれども、この 10 カ月の間に取り組みをした２つの点について、最後ご紹介を

したいと思います。 

 14 ページ目でありますけれども、これがフロンガスメーカーについてでございます。使

用合理化計画を出していただいています。この下のほうにありますのが、産構審のフロン

類等対策ＷＧで立てていただいた目標値でございまして、各社の使用合理化計画をつくっ

ていただいた結果、確実に 2020 年の目標の中には入っているという確認まではできたと

ころでございます。あとは、この計画に従って、フロン類の製造メーカーに計画をしっか

り進めていっていただくという段階に来ていると思っています。 

 15 ページ目が、指定製品、フロンを使った製品のほうの目標でございます。いわゆる省

エネルギー法と同じトップランナー基準というような考え方を用いておりまして、それぞ

れ指定製品の区分ごとに、目標年度、環境影響度の目標値というものを定めています。こ

れが確実に達成できるようにということを引き続きみていきたいというふうに考えていま

す。 

 駆け足ですけれども、６つ目の法律につきまして、資料２－２でご紹介をいたします。 

 スライド番号の１番目のところに水俣条約というのがございますけれども、これは 2015

年 10 月に熊本県の水俣で採択、署名が行われた条約でございます。水銀の使用量、水銀

の環境への排出をできるだけ抑えていこうということを目的にした条約でございまして、

ここに書いてありますように、50 番目の国が締結した日から 90 日後に発効ということで

ございまして、現在 22 の国が締結をしています。ちょうど今日の朝の閣議で、我が国も



- 9 - 

 

この受諾をするということを閣議決定していただきましたので、近日中に日本もこの条約

を締締するということになろうかというふうに思っています。 

 スライドの２ページ目のところでございます。実際、水俣条約の構成でありますけれど

も、これは掘るところから使うところ、大気への排出、水への排出、廃棄物というところ

のライフサイクル全般について管理をしっかりしていこうという条約でございます。基本

的には、我が国の産業界初めこの条約で求められているような措置は、既に達成をしてい

るものがほとんどでございます。他方、条約の批准をするためには、法的な担保というも

のが求められるということもあり、一昨年から制度構築ＷＧで環境省さんと一緒に検討さ

せていただいて法案をつくり、昨年の通常国会におきまして法案を成立させていただいて

います。必要な政省令についても昨年中に公布をしておりまして、あとは計画どおりにき

ちんと実施をしていくということだと思っています。 

 続きまして、資料２－３でございます。chemSHERPA という、製品含有化学物質の新

しい情報伝達スキームでございます。これはサプライチェーンを通じた情報伝達というこ

とで、特に最終製品にどのような化学物質が入っているのか、それをもとに規制をするよ

うな動きも国際的にはございますので、それに対する法律というよりは、むしろできるだ

け効率的にこの情報伝達ができるようにということで、我々と産業界とで協力をしながら

つくってきている世界であります。 

 スライドの３ページ目にございますように、情報伝達のスキームというのはいろいろな

方式が乱立をしております。その中でも、ＪＡＭＰというものと JGPSSI という家電、電

気電子のところについて並立をしていた情報伝達のスキーム、フォーマットを１つに合わ

せることによって、今年の４月から新しい chemSHERPA というやり方で情報を伝達する

ことに方式を切りかえるということで、関係者の合意が得られているところであります。

今後はこれを、業種を広げる、国際的にも使えるようなものにしていくということに取り

組んでいきたいとう考えています。 

 長くなりましたが、最後、資料２－４であります。冒頭にも申し上げました国際的な化

学物質の管理、これに我々の知見ないしは経験をどう活用していくのか。逆にいうと、我々

と同じような考え方の土俵に立った化学物質管理というものにぜひ取り組んでいっていた

だきたいという気持ちも込めて国際協力ということを進めています。 

 スライドの１枚目、アジア地域に我が国の化学産業のサプライチェーンが伸びていると

いう状況で、アジアの国におきまして化学物質管理制度というのは、スライドの２ページ
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目にありますように、いろいろな国で導入をされていたり、導入をしようとしていたりと

いう状況であります。 

 他方、その運用が不透明であったり、運用が不完全であったりというご指摘をよくいた

だくところでありますので、我々、これらの国々に我々の得てきた経験、知見を使って協

力をして、円滑な化学物質管理をアジアにも広げていきたいというふうに考えています。 

 その具体的な成果として、ここで１つだけご紹介をいたします。スライドの５ページ目

のところに「ASEAN-Japan Chemical Safety Database」というものがございます。これ

はＡＳＥＡＮの各国と我が国の化学物質に対する規制について、化学物質ごとに１つのデ

ータベースにそろえたというものであります。 

 具体的には、スライドの６ページ目にその画面を映しておりますけれども、こういった

形で、ある１つの化学物質がどの国ではどのような規制の対象になっているのか、こうい

ったことがすぐにわかります。もう少し政府が活用するということを考えたときには、何

らかの規制の対象とするときにどういう物質を対象とするのがいいのかということの検討

の参考にもなろうというふうに考えています。 

 以上、駆け足でございましたけれども、我々の取り組みについてご説明を差し上げまし

た。以上でございます。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 まず、今の事務局からのご説明に対して、何かご質問ありますでしょうか。――特にご

質問がないようでしたら、本日は、ここで何かを決めるというような会議ではございませ

んので、いろいろとご意見を述べていただければというふうに思います。 

 どうぞ。 

〇辰巳化学物質審議会委員  ありがとうございます。一言だけなのですけれども、資料

２－１の 10 ページのところと、２－３の２ページに関してなのですけれども、要は消費

者のところにまで情報が伝達されるというふうなイメージがこの中からは読み取れなかっ

たのですけれども、そのあたりはどのようにお考えですかということだけです。 

 以上です。 

〇林委員長  事務局、いかがですか。 

〇山内化学物質管理課長  制度のご紹介ということでございましたので、今、化管法に

基づいて何をやっているかというご紹介ですので、こういった形に、資料２－１にさせて

いただいています。 
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 それから、資料２－３のところにつきましては、これはいわゆるＢtoＢできちんと渡す

というところのシステムがまず第一だろうなというふうに思っておりますので、それでさ

え苦しんでいるというところについて、どこまでできているのかということだと思ってい

ます。消費者についてどのような情報をお渡しすることが必要なのかということについて

は、物質名を伝達することがいいのか、いわゆるＧＨＳの形で伝達するのがいいのか、そ

ういったところについて引き続き検討をしていきたいと思っています。 

〇辰巳化学物質審議会委員  一言でいいので、例えばＧＨＳのところなども、今後そう

いうふうに広げていくというふうなイメージがわかればいいなと思います。とりあえずや

っておられるのは事業者に対してだけのようにみえますので、よろしくお願いいたします。 

〇林委員長  ちょっと今の点に関してなのですけれども、化審法などでも確かにハザー

ドベースからリスクベースに大きくかじを切って、今それが順調に動き出しているという

ふうに理解しているのですけれども、そこの中でもリスクのアセスメントとマネジメント

というのは体系の中で行われているのですけれども、リスクコミュニケーションの部分と

いうのはなかなかまだ難しいところがあるのかなというふうに理解はしております。今日

の委員の中にもジャーナリストの方がたくさんおられますので、その辺のリスクコミュニ

ケーションというような面からも何かご意見を賜ればいいかなというふうに考えておりま

す。 

 今以外でももちろん結構ですので、何かご発言ございませんでしょうか。 

〇有田委員  資料２－１の９ページ、ＰＲＴＲ制度のことです。排出量の数がふえ、そ

の後にまた下がってきているというのはわかるのですが、今後の見直しの状況などがあれ

ば教えていただきたいと思います。 

〇奥村化学物質リスク評価企画官  化管法の見直しは、次回は平成 30 年度に見直しを

行う予定にしております。そのための準備として、まずは物質の選定の見直しなどに着手

してまいりたいと思っております。 

〇林委員長  よろしいですか。――そのほかに。 

 どうぞ、堀米様。 

〇境委員（堀米代理）  先ほど話題になった化学物質のリスク情報の伝達のスキームで、

今回 chemSHERPA のお話が出ていると思うのですけれども、産業界にとっても消費者に

とっても、かなり重要なアイテムだと私は思います。きちんとした化学物質の情報を、統

一されたフォーマットできちんと川上から川中、川下、一般消費者の直前まできちんとお



- 12 - 

 

届けする、その枠組みをつくるということは、リスク管理の上で非常に重要だと思います

し、また一方で、ビジネスサイドにも非常にこれは効率化につながる。いろいろなところ

からいろいろなフォーマットのご要望をいただくと、その対処に非常に困る、あるいはそ

こで齟齬が起きる、そういったことが起きてくると思いますので、こういった動きはぜひ

推進していただいて、特に現在ＪＡＭＰと JGPSSI、その２つが一緒に、というふうな動

きがあるかと思うのですけれども、将来的には、できたら自動車とかいろいろなところの

部門がこれに参画していただいて、日本の化学物質の管理が統一的にできる、そういった

ふうになっていただければと思いますので、ぜひ国のほうとしても推進していただければ

というふうに思います。 

〇林委員長  ありがとうございます。 

 崎田委員。 

〇崎田委員  ありがとうございます。今日のご説明、非常に多岐にわたる分野ですので、

統一的なところとして、先ほど委員長がリスコミとかコミュニケーションの部分で何かと

いうお話があって、私もそこの部分でちょっと発言させていただきたいなと思います。 

 環境学習とかリスクコミュニケーションとか、そういうのをやっている人間なのですけ

れども、そういうときに、きちんとした情報を出していただけることで、消費者が消費選

択とか、使用する、廃棄するというところを丁寧にやることで社会のリスクが削減される

というようなことも非常に大事になってきますので、いろいろな情報伝達のスキームがあ

りますが、せめてＢtoＢのところはしっかりと情報を伝達していただき、それがＢtoＣの

ところにも今後きちんと広がっていくような制度の組み立てをしていっていただきたいな

というふうに心から願っています。 

 １つ質問させていただきたいのですが、chemSHERPA、こういう新しい取り組みとい

うのは、事業者さんがいわゆるＢtoＢの中で全部きちんと共有できるようにという動きが

あるのは大変いいことなのですが、これは今、大きな事業者さんはこういう取り組みが始

まって、あと川中、川下の事業者さんにはこれからという理解でよろしいのでしょうか。

その辺の状況を教えていただければと思います。 

〇山内化学物質管理課長  ありがとうございます。この chemSHERPA というのは、も

ともとは 10 年以上ぐらい前だと思いますけれども、情報伝達をしないといけないという

多分一番大きな起点は、ＥＵでＲｏＨＳ規制が入ったあの辺だと思いますけれども、そこ

からやってきています。ただ残念なことに、フォーマットがそろわないうちに、みんなで
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情報を川上に向かって集めていったということで大変混乱をしました。逆にいうと、川中

の事業者さんたちが、先ほど堀米さんからもお話がありましたけれども、その対応だけで

大変な思いをしたということでありまして、どういうフォーマットで聞いていこうかとい

うのをできるだけ合わそうという動きであったというふうに理解をしています。 

 その中で幾つかのグループができてきたということでありますので、今回、電気電子が

多分中心ですけれども、その後、グループが１つになると、そこにようやくたどり着いた

ということでございまして、多分川下のほうが大きいメーカーが多いのだろうと思います

けれども、その人たちが情報をもらうとき、ないしは川上から情報を流すときに、このフ

ォーマットに入れて送るということが徹底できれば、川中の方々が少し楽になるのではな

いのかなと考えています。逆にいうと、そういうことによって含有情報についても質が高

くなっていくのかなというふうに考えています。 

〇中沢化学物質管理課長補佐  いただいたスケジュールについては、今の資料２－３の

９ページのところにあるのですけれども、この前の 10 月に――真ん中ぐらいに「化学品

ツール」とか「成形品ツール」と書いてあるところがあると思うのですけれども、正式版

のリリースということで、要は情報伝達のフォーマットをこういう形でやりますというの

を公表しました。この chemSHERPA のツールの開発というのは当省の委託事業でやって

いるのですけれども、10 月にフォーマットをリリースしまして、一応伝達するインフラは

整ったというふうに思っております。この４月から、上のほうに「正式な体制での運営」

とありますけれども、今ＪＡＭＰさんがこの chemSHERPA の運営組織になるという前提

で準備作業を行っております。 

 先ほどありましたけれども、基本的にこの情報伝達というのは、川下の考え方が非常に

大きくて、川中、川上に対して情報を下さいということで、それが今までばらばらだった

のを統一にしようということなのですけれども、川下の意見が大きいということで、今当

省で川下の企業の方々と一緒に話し合って、chemSHERPA で情報を流した場合にどの段

階で受け取っていただくのかというのを話し合いしているところです。というのは、企業

間で時期がばらばらになってしまいますと、サプライチェーンで混乱を来すので、そこは

なるべく整えるような形にして、その時期はまだ未定なのですけれども、４月以降のなる

べく早いタイミングで chemSHERPAで情報を流して、それが伝達できるようにというこ

とを今考えております。 

〇林委員長  よろしいでしょうか。 
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 では、次、織委員。 

〇織化学物質審議会委員  ありがとうございます。情報伝達と少し離れてしまうかもし

れないのですけれども、リスクコミュニケーション、広い意味では消費者だけではなくて、

企業の中で特に中小企業にどうやってこの制度に入っていただくかというのはすごく重要

だと思うのです。私、今気になっているのが、化審法の中での届出がいまだ紙ベースが非

常に多いということなのですね。ＰＲＴＲデータに関しては電子データのほうにかなり移

行しているのですけれども、データがあって、平成 26 年度の時点で化審法の製造量の届

出が、一般化学物質については 36％がまだ紙ベース、優先評価化学物質については 44％

が紙ベースということになっておりますので、これをなるべく早く電子ベースに移行して

もらうように、政府としてもバックアップをしていきながらやっていくということがすご

く必要なのではないか。 

 中小企業でいえば、ＰＲＴＲのほうが絶対に多いと思うのですけど、あちらのほうが電

子ベースに移行がうまく進んでいるので、何で化審法のほうがこんなに滞っているのかな

というのが率直な疑問なところでありますし、実務上も紙ベースは非常にエラーも出やす

いし、また手間暇も出てくるので、そこのところを少し何とかするというのが現実的には

必要なことなのではないのかなというのが１点です。 

 もう一点は、ＰＲＴＲ絡みでいうと、前々から話をしているのですけど、化審法とＰＲ

ＴＲ法をどうやって総合的に運用していくのかというのは、リスク評価を考えていく上で

は、ＰＲＴＲデータをどう使っていくのかというのが重要になってくると思うのですけれ

ども、そこでネックになっているのが、物質単位の考え方がＰＲＴＲと化審法で統一され

ていないということで、現実に使用する面で問題になっているのは、同じ物質であるとい

うことの考え方の基本的なところというのは早急に整理をし、ＴＳＣＡのような、あるい

はＲＥＡＣＨのようなガイドラインといったものをつくる必要があるのではないかなとい

うのが、ここ数年思っているところです。 

〇飛騨化学物質安全室長  最初のご質問の紙ベースでの届出が多いという件なのですけ

れども、私どもといたしましても、なるべく電子化してほしいというお願いをしていると

ころでございます。今ちょうどアンケート調査をやっておりまして、そもそも電子システ

ムがあるということを認識されているかどうかというところも調査しているのですけれど

も、ほとんどの企業の方は、そういうシステムがあるというのをわかった上であえて使わ

ないという回答をいただいております。１つは、ＩＴシステム上のセキュリティーの問題
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ですとか、あるいは自社のシステムとの統合性が悪いとかいう問題。あとは社内決裁の事

務的な問題等々があって、システムがあることはわかっているけれどもあえて使わないと

いう企業が残っているという状況でございます。そこについては、どうしたら改善が進む

のかということについてさらに深く調査をしているところでございます。 

〇林委員長  よろしいですか。 

〇奥村化学物質リスク評価企画官  ＰＲＴＲのデータを化審法のリスク評価にどう使う

かというところについては、物質単位の考え方に一部違いはあるのですけれども、化審法

のリスク評価Ⅱ以降でＰＲＴＲのデータを使えるところは今使っているところでございま

す。 

〇林委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

〇大石委員  ありがとうございます。今の話とはちょっと違うのですけれども、消費者

への情報提供というところで１つ気になっていることがありますので、お話しさせていた

だきます。 

 資料２－１の 13ページになりますけれども、「フロン排出抑制法に係る状況」というと

ころで、この中でユーザーのところで、「業務用冷凍空調機器等のユーザーに対して」とい

うことで掲載されておりますが、今のところ家庭用のユーザーに対しての規制というのは

何もないわけです。家電リサイクル法の中でもこのような家庭用ユーザーに対して規定は

ないわけで、結局今、家庭用の冷凍機器といいますかエアコンは、どこからも管理されな

い状況にあります。ですので、法的に抜け穴のないよう管理するということも一つ必要で

しょうし、あとは事業者の皆様、製品をつくっておられて消費者に提供する事業者のほう

から、こういう冷媒の管理についてはきちんと行うように、変なところに出さないように

というようなことも同時に行っていかなければ、なかなかこの法律というのは守り切れな

いのではないかなと思っています。そういう意味で、法整備とともに消費者への事業者か

らの情報提供並びに法整備というのがすごく必要ではないかなと思うのですけれども、意

見です。 

〇米野オゾン層保護等推進室長  ありがとうございます。まず、フロン排出抑制法の中

では、確かに管理に関していえば、おっしゃられますように、業務用のみがみだりに排出

してはならないというようなことになっております。ただ、いわゆる指定製品として、家

庭用のエアコンも、先ほどありましたように製品として 2018 年までにＧＷＰを下げてい
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くといった中で、どういう冷媒が使われているか、あるいはＪＩＳのフロンラベル制度を

つくっていただきまして、どれだけ環境目標を達成しているか、ＳですとかＡＡＡといっ

たようなもので、中にどういったものが入っているといったようなことは、できるだけ消

費者さんに選んでいただけるようにというふうになっております。 

 ただ、管理のところは、今おっしゃられましたように家電リサイクル法では、要するに

リサイクルするといったようなところでの担保を行う等、一応フロン排出抑制法とは区分

されておりますけれども、我々として家電リサイクル法のほうとも連携をとりながら、あ

るいは業界のほうには、せっかくラベルで表示するようなところの中で、さらに踏み込ん

だことができるのかというようなことは、業界とも相談していきながらやっていく必要が

あるかなというふうには思っております。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 崎田委員。 

〇崎田委員  ありがとうございます。最初札を立てたのはＰＲＴＲのことなのですが、

今のフロンのことを１つだけ発言させていただきたいのですが、去年の４月に、事業者さ

んにとっては大変厳しいけれども、しっかりとした法整備が進んだというふうに思ってい

るのですけれども、そのころ小売店の方と何かと意見交換をすると、大変厳しいけれども、

しっかりやっていかなきゃいけないけれども、社会の関心が大変低くてなかなかつらいな

というような意見を結構たくさん去年は伺ったのですね。いろいろなところでお話しする

ようにしてはきたのですけれども、社会全体の意識喚起とかそういうようなことに関して、

特にどういうふうにお考えなのかを一言伺えればうれしいなというふうに思いました。 

 あと、私が最初札を上げたのは、この後の審議会のほうでもう一度ＰＲＴＲのデータが

出てくるので、そこで発言しようかと思っていたのですが、先ほど化審法などにもデータ

が使われているのでというようなお答えがあって、ここで一言質問しておこうかなと思っ

たのですが、化審法は見直しに向けて今課題整理が始まっているわけですし、化管法は平

成 30 年に向けてということで、そろそろそういうことに対してのデータをきちんと整備

するというのが大事な時期に来ているというふうに思っています。 

 ＰＲＴＲデータを拝見すると徐々に減ってきているので、非常に事業者さんの関心が高

まって管理がしっかりしているというふうに捉えて拝見はしているのですけれども、現実

に事業者さんがどういうふうに推計方法をとって、そのデータがどのくらいの精度できち

んと行われているのかみたいな、ある程度のきちんとした見直しに向けたデータ整備とい
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うのも必要になってくる時期かなというふうに思っておりまして、その辺のことも様子を

伺えればありがたいなというふうに思いました。よろしくお願いします。 

〇米野オゾン層保護等推進室長  それでは、フロン抑制法はどのようにＰＲしているか

ということでございます。先ほども説明がありましたように、今年度といいますか、去年

の４月から施行という形で、それ以前からも事業者向け、主に管理者になります方、ある

いは管理者の機器を整備される方向けに、大きく分けますと２つのコースを分けまして、

法律の内容について研修会、広報をやるとか、一般紙にもフロン法が制定されましたとい

ったようなことを書かせていただきまして、ご理解をいただくようにというふうに努めて

おります。 

 また、この丸一年で、管理者の方につきましては、今までの記録である一定以上、

1,000GWPトン以上という閾値がございますけど、それを超える方については漏えい量を

ご報告いただくということになっています。今それのための報告支援システムをつくって

おりますので、そういったシステムの皆様へのＰＲですとか、あるいは４月以降報告にな

りますので、そのときにもまたこういった制度、特に漏えいの報告をしていただくという

ようなことをＰＲするということで、そういったいろいろな時期をみてＰＲに努めていか

なければならないというふうに思っているところでございます。 

〇奥村化学物質リスク評価企画官  ＰＲＴＲのデータの算出についてですけれども、こ

れは省令で算出の方法が定められております。次の見直しのときは、この算出の実態も踏

まえながら、見直していければというふうに考えております。 

〇林委員長  よろしいですか。 

〇崎田委員  ありがとうございます。見直しなどのそういう状況が始まったときには、

そういうデータ、ぜひそろえていただきたいというふうに思います。先ほどの資料にも、

事業者さんの取り組みが進んできているということもありましたので、具体的にどんな取

り組みが進んでこういうふうな効果が出ているのかとか、少しそういうのも、先進的な動

きとか状況もしっかりとみせていただければ大変ありがたいなというふうに思います。 

 前の見直しのときの直後に、いろいろ事業者さんを交えてリスコミとか、かなり参加を

したプロジェクトがあるのですけれども、なかなか難しかった――難しいというか、現実

にそういう事業者さんと地域がお話ししながらリスク削減に向けて努力するという場をつ

くるのは実は大変でした。いろいろな取り組みが進んでいるのであれば、ちゃんと共有す

るということが大事だというふうに思っております。よろしくお願いします。 
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〇林委員長  東海委員。 

〇東海委員  ありがとうございます。大変わかりやすい説明、ありがとうございました。

手短に、意見を述べたく存じます。今後のこういう化学物質管理を担っていく人材が大事

な点であるということに関し、２点あります。 

 １点目は、リスクを評価する問題それ自体が、ある意味、当初想定していた場合よりも

もっと進化していくような場面というものが、既存物質の点検を含めて今後新しい物質な

り新しい製品が世の中に供給されるに応じて出てくるのではなかろうかという視点に立っ

た場合、そういった問題に対して、化学物質管理政策実務を支援するというスタンスで、

研究という立場から支援ができる人材、集団というものは、常にある一定の規模、必要で

はなかろうかということが１点目になります。 

 ２点目は、例えば、先ほどのような化審法におけるリスク評価の実務の加速化ですとか、

あるいは川上から川下に向けての情報伝達というものが、（情報）インフラが整ってリスク

にかかわる情報が広く普及すればするほど、そのデータをいかに読み解くかという、そう

いう能力をもった人たちもまた当然要求されると思うのです。そうすると、そういう人材

を産業界でいかに――産業界だけではないですけれども、実社会の中でそのキャパシティ

ービルディングをしていくかということが、長い目でみたときに、このリスクを管理しな

がら化学品をうまく使いこなすという意味では大事な課題なのではないかというふうに感

じておりました。 

 化学物質を扱う化学産業といいますのは、ある意味でサプライチェーンの最上流に位置

するところでありますから、ここの産業がリスクを管理しながらビジネスを行っていると

いう、この一つのビジネスモデルが川中あるいは川下産業に伝達していけば、産業界に対

し、それが一種の予防的な取り組み、あるいはリスクベースでビジネスを先んじて行って

いることにつながり、そういう意味でトップランナーという立場が貫けるのではないかと

いう趣旨にまとめられると感じた次第です。 

 以上です。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 何か事務局のほうから、今の点に関して。 

 では、有田委員。 

〇有田委員  フロンのことと chemSHERPAのこととリスクコミュニケーションのこと、

３つあったのですが、フロンのことはお話しいただいたので、あとは回収率のことなどを
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以前から、４割以内で回収率がずっとこの数年全く変わってないという、それに関しては

というふうな意見ももっていたのですが、それはそれでもう結構です。 

 あとは、資料２－３の chemSHERPA、よく庄野さんがすごくすばらしい発音でおっし

ゃっていたので、名前については知っていたのですけど、内容については今回初めて知り

ました。具体的にこういうことで動いてきたのかなというふうに。普及活動の中でいえば、

化管法のときは、非常に消費者も関心をもつべきだということで、いろいろなリスクコミ

ュニケーションの場で、自分たちも学習会を開催したりして動いてきました。ただ、一度

定着してしまうと、なかなか開催するということにはならないので、新しい動きがあった

り取扱量、要するにそういうものが少し変われば、こういうふうに化管法というかＰＲＴ

Ｒ法が変わりましたよとかいうような動きはできるのですけど、化学物質が少しふえたぐ

らいでは、もう動きがわかっているので少し関心は低くなってきているという感じです。

全くそれとは違うのですけど、この新しい chemSHERPA について消費者が知らなくても

いいというよりも、やはり知っているほうが、こういうふうに全体で――要するに、中間

物というかいろいろなことが行われているのだなというのがわかると思うのですね。 

 今年について周知活動、普及活動ということで、これは事業者、行政、そういうところ

だけに向けてというふうに思われているのでしょうか。マスコミであれば、雑誌も含めて

ですけど、消費者も読む機会があるかもしれません。専門誌だとなかなか読まないので、

それはどういうふうに今後考えていらっしゃるのかということを教えていただければと思

います。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  chemSHERPA は、先ほど申し上げておけばよかった

のですけど、基本的には今まだＢtoＢの話でございまして、川下の企業が、自分が物を売

っていく上でリスクの管理がちゃんとできるようにということで、川上から川下まで成分

の情報を伝達しようというスキームですので、そこで得られる情報を消費者の方々にどう

伝達するかというのはとりあえず今後の課題かなということで、まずはＢtoＢということ

です。 

〇有田委員  それとは別にコミュニケーションの中身ってあると思うのです。化管法の

ときも申し上げたのですけど、具体的なことは、要するに成分などは余り詳しくわからな

くても、そういう動きがあるのだということを知らせていくことも重要ですよということ

を申し上げたいです。ちょっと発言の時間が短いときにぱっというと、何となく違った回

答が返ってくるのですね。そういうつもりではなかったのだということがよくあって、具
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体的な詳しい中身というのではなくて、何かそういうお知らせする機会があれば、リスク

コミュニケーションというのではないのですけど、その手前のコミュニケーションとして

は重要だというふうにいつも思います。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  今後、普及という意味では、まず幅広くサプライチェ

ーンの中で使っていただきたいというふうに思っていますので、そういう意味ではいろい

ろな媒体とかを通じて、まず皆さん、特に事業者の方々含めて使っていただきたいので知

っていただきたいという話と、あとは、どれぐらいのツールがあるのかわかりませんけれ

ども、まさにそういう取り組みを皆さんにお知らせするという視点での広報というのです

か、そこも留意しながら進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

〇林委員長  では、織委員。 

〇織化学物質審議会委員  要望なのですけれども、ちょっと話がずれてしまうのかもし

れないのですが、資料２－１のほうの 11 ページの「化学兵器禁止法に係る状況」のとこ

ろに関してなのですけれども、日本の活動はもっと市民の人に知らしめてもいいのではな

いかなという気がするのです。私たち化学物質というと、やはり怖いものであるとか、事

業者との関係でしか知らされてないのですけど、日本の技術は化学物質の製造が兵器に転

用されているのを防いでいるところにきちっと使われているのだということをもっとアピ

ールするということは、リスクコミュニケーションの観点でもすごく重要だと思うのです。

どうしてこの資料の中に 2013 年ノーベル平和賞受賞したことが記載されてないのかとい

うのもすごくわからないのです。 

 というのは、ノーベル平和賞受賞に対して日本の技術力が貢献して、なおかつ日本人も

査察局長として活躍していたということはすごく重要だと思うのです。化学物質に対して

平和利用というのは、ここ最近本当に重要になってきている中で、日本の化学業界あるい

は技術が生かされているということは、ぜひもっと強くアピールしていただきたいところ

だし、こういうところではノーベル平和賞ってすごく重要なキーワードだと思うので、こ

ういうのを入れるというのは、ある部分リスクコミュニケーションのポイントだと思うの

で、こういうセンスが重要なのではないかなというふうに思います。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

〇福島製造産業局審議官  いろいろお話をお伺いして、私も昔、化学兵器の法律とかも

携わっていたのですけれども、リスクコミュニケーションというのは多分ＰＲが圧倒的に
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足らないというか、事業者に対する説明は多分やってきていると思うのですけれども、ホ

ームページ等も含めて我々がやっている政策がどう消費者に結びつくのかというＰＲは、

例えば事業者がどういう取り組みをした結果、かなり排出量を減らしたのかとか、そうい

ったのは昔やっていたような気もするので、仕事をふやすと怒られてしまうのですけれど

も、できる範囲内でそういうＰＲを一生懸命やったらいいかなと思っています。 

 もう一つ、ＰＲＴＲと化審法の関係も、化審法をつくるときに他省庁に情報提供すると

いう条文を一つ入れました。したがって、ここにある法律だけではなくて、労働安全衛生

法もしかりですけれども、土壌汚染対策法もそうですけど、かなり化学物質に関する法律

というのは日本の中ではたくさんあって、省庁間での情報伝達の悪さというか、情報提供

をすることによってお互いに法執行が円滑にいくのではないかということで、そういう横

の連携は昔に比べると格段によくなっているとは思いますので、さらにそういう横の連携

を密にして、事業者に過度に負担をかけることなく、きちんと法律が執行できるような体

制はさらにつくっていきたいなと思っています。 

 もう一つ、フロンに関していいますと、温暖化の議論がある中で、フロン回収・破壊法

の回収率が圧倒的に低かったというのを何とかしたいということでトップランナー制度と、

業務用については少なくとも管理をきちんとしていただくということで今回改正をしたと

いうことですので、どうしても家庭用の家電等についてはかなり制約要因も多いながら、

リサイクルも含めてどううまく皆さんにやっていただくのかというのは、先の課題という

とちょっとあれですけれども、継続して考えていく必要があると思っています。 

 いずれにしろ、ここに書いてある法律だけではなくて、地球温暖化の問題もあればリサ

イクルの問題もあれば、一般的な環境、公害といわれているものも含めて、密接に他法令

も含めて関係をしてきていると思いますので、そういった他法令との整合性ですとか、化

審法で限界がある場合には他省庁に必要な対策をお願いするとか、そういったことも含め

て、今日聞いたご意見は反映をさせていきたいと思っております。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 今かなりまとめに入りかけたのですけど、崎田委員、どうぞ。 

〇崎田委員  申しわけありません。実はいろいろなご発言の中で、最後のほうの国際協

力についてのご発言がなかったので、ちょっと一言と思いました。 

 今本当に急激な工業化で、化学物質を使っていろいろ工業化するという本当に大事な時

期に来ているアジアの国々が大変多いと思いますが、だからこそしっかりこういうふうに



- 22 - 

 

協力し合っていただくというのは大変重要だというふうに思っております。逆に、そうい

うふうに世界とアジアと連携するということを考えたときに、日本の中もどういうところ

をちゃんとしておくとつながりやすいとか、いろいろなことがみえてくると思いますので、

そういうことをうまく活用していただければありがたいなというふうに思っています。 

 すごく簡単な話からいくと、先ほどご発言の中に、物質単位をどういうふうにみるかと

いうようなお話。例えば名称とか、名称だけではなくてやり方とか、そういうのもきっと

非常に大事になってくると思いますし、そういうのを表示するときのＧＨＳみたいなこと

の表示に関しての徹底度合いとか、いろいろなことが大事になってくると思いますので、

補完し合いながらここの部分を強化していただければありがたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 本田委員、どうぞ。 

〇本田委員  もう時間があまりないかもしれませんけど、私、先生方の大所高所のお話

とは違って、たくみの立場から幾つか聞かせていただきたいと思います。 

 私どもは研究機関の人間でして、化学物質管理に関するリスク評価の枠組みとか、有害

性評価の試験方法であるとか、あるいは暴露評価の試験方法であるというのをつくるのが

大事なミッションになっています。そういう観点で社会とかあるいは産業界のニーズ、何

を今心配されているか、関心があるか、それを受けて行政がどういう方向性で化学物質管

理に向かっていらっしゃるかということに大きな関心があるわけです。その観点からお伺

いしたいのですけれども、今後の化学物質管理の方向性として、リスク管理が皆様のご努

力のおかげで浸透してきて進んでまいりましたけれども、もし残された課題があるとした

ら、それはどういうものがあって、そういうものの中の優先順位というのはどういうこと

なのかというようなことをお伺いしたいと思います。 

 例えば、今、物質単位というお話がありましたけど、それは恐らく成形物――ちょっと

違うかもしれません、成形物をどう扱うか。ＥＵなどでは、成形物の中に含まれている化

学物質の情報に表示義務をつけるというような方向に進んでいると聞きます。そうすると、

それは成形物のリスク評価というような方向に進んでいくのではないか。そうすると、そ

の先には混合物、さらに物質単位をどうするかという話があるかと思います。逆に、混合

物ではなくて単一の元素というのは化審法の対象に入っていませんけれども、例えばカー
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ボンナノチューブといったものは単一元素ですから、今は対象に入っていませんけれども、

そういうものが今後どうなるのか。 

 はたまた、今こうやって進んできた化学物質管理の審査体系をもっと迅速化するために、

冒頭にＱＳＡＲというご説明がありましたけど、それの関連で推論学的手法とか計算科学

的手法とかそういったものを使って迅速化していくというような方法論を進めていくとい

うような、いろいろな課題とか方向性があるかと思うのですけれども、もしその辺で、何

か今後こういうニーズが一番大きそうだからこういう方向性があるのではないかというよ

うなことがありましたら、お考えを承りたいと思います。 

○飛騨化学物質安全室長  どうもありがとうございました。幾つかの課題を指摘してい

ただきましたけれども、例えば物質単位ですけれども、これは幾つかの概念があろうかと

思います。例えば、届出をされる方が自分でわかりやすい単位というのもありますし、我々

リスクを評価するときに一緒にすべき単位というものがあろうかと思っています。例えば

洗剤のようなものを考えたときに、一つ一つの成分を分けて評価をするのがいいのか、一

つの洗剤としてまとめて評価をしたらいいのかという問題があって、それは届出をする単

位とはまた別なのですけれども、そういうリスクを評価する上で、どういう単位で評価を

したらいいのかというところをきちんと科学的に詰めていく必要があると思っております。 

 あと、元素の問題ですけれども、化審法上、元素はみないということになっております

けれども、実は分解生成物としての元素はみるという形になっておりまして、実際に多く

の元素についても評価を既に進めているところであります。ただ、元素もさらに今度はも

っと深く掘り下げていくと、同素体はどうするのか、例えば、フラーレンとカーボンナノ

チューブとダイヤモンドと黒鉛を全部分けて評価するのかという、さらに技術的に非常に

細かい問題が残っていますので、そもそも入り口から元素を入れるかどうかという問題に

加えて、仮に元素を入り口から入れたとしたときに、先ほどの話とちょっと近いですけれ

ども、どういう単位でそれを評価するのかという問題が残っていると思っております。 

 あと、ＱＳＡＲを含めた推論的な評価ですけれども、我々、ＱＳＡＲをできるだけ進め

ていきたいと考えていますけれども、ＱＳＡＲをより精度の高いものにしていくためには、

ＱＳＡＲのもとになるデータがたくさん必要となります。例えば、分解性のＱＳＡＲにつ

いては、経済産業省が担当しておりますが、ブルガス大学が開発したＱＳＡＲが分解生成

物までみることができるということで、かなり有望なのではないかと思っておりまして、
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産業界の協力も得て、ブルガス大学に新規化学物質の審査データを提供して、よりいいも

のにしていくということを進めているところでございます。 

 ほかにも毒性のＱＳＡＲとかいろいろなものがありますが、よりよいものにしていかな

いと、審査ですぐに使えるという状況ではないですので、できるだけ科学的な知見を高め

て今後使っていきたいと考えているところでございます。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 有田委員、どうぞ。 

〇有田委員  今の説明というか回答の中で洗剤というのが出たものですから、ちょっと

ピピッと。というのは、単一の成分で評価するか、一つのシャンプーならシャンプーでも

いいのですけど、シャンプーなどは様々な物質が使われている。そうしたときに、量が少

ないからといって評価の仕方は単純ではないと思います。それについての意見です。例え

ば環境影響は特段ないかもしれないが、他の影響についての評価という点についてです。

シャンプーにシリコンが使われていたことがありました。髪に非常に艶が出るといってい

たのですが、後で問題があるということがわかりました。人体には影響がないけれども、

ドライヤーが詰まって発火するとか、いろいろなことがあったと思います。そういうこと

も含めて、それはここで議論する中身ではないかもしれませんけど、単純ではなくて、も

っといろいろな幅広い視点から評価の議論をしていただきたいなと思っております。 

〇林委員長  どうもありがとうございました。 

 今日、意見が出なかったらどうしようかなと悩んでいたのですけれども、十分いただき

まして時間を少し超過してしまいました。本当にありがとうございました。 

 本日いただきましたご意見等は、事務局におかれましては今後の検討課題とされて、さ

らなる検討を進めていただきますようにお願い申し上げます。また、この次の第２部でも

同様のテーマでの議論が行われると思いますので、そのときにもまたさらに突っ込んだお

話をしていただければと思います。どうもありがとうございました。 

 では、議事進行を事務局のほうにお返しいたします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  以上をもちまして第１部の化学物質政策小委員会を終

了いたします。 
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 今後の予定といたしましては、本小委員会は年１回程度の開催を想定しております。そ

れ以前に開催の必要が生じた場合は、各委員にご連絡を差し上げます。ありがとうござい

ました。 

 ただいまから 10分間の休憩をとらせていただきたいと思いまして、３時 25 分から化学

物質審議会を開催いたします。 

 

 ――了――   

 

 

お問合せ先 

製造産業局 化学物質管理課 

電話：03-3501-0080 

FAX：03-3580-6347 

 

   

  



- 26 - 

 

 


